
【申込方法】申込フォーム、電話、郵送、ファックスまたは電子メール 

で、下記に申し込んでください。 

〒６２１-８５０１（住所不要） 

亀岡市人権啓発課男女共同参画推進係 

TEL ０７７１-２５-５０７５ 

FAX ０７７１-２２-６３７２ 

電子メール jinken-keihatsu@city.kameoka.lg.jp 

【申込期限】令和７年１月１０日（金） 

【そ の 他】手話通訳・要約筆記・託児（無料）が必要な場合は１月１０日（金）

までにお申し出ください。 

 
令和６年度亀岡市男女共同参画講座「スキルアップセミナー」        共催：亀岡市働く女性の家 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合福祉センター３階講習室（亀岡市内丸町 45-1） 場所 

〇セミナー内容 

動画編集アプリ「CapCut」を用いて、スマホで動画撮影から動画編集までを行います。 

最初に基本の操作説明がありますので、初心者の方でも安心です。その後グループワーク形

式で撮影演習を行います。動画撮影のポイントが学べる機会ですので、是非ご参加ください。 

※あらかじめ、ご自身のスマホに動画編集アプリ「CapCut」（無料版）を 

インストールしていただく必要があります。 

 

令和７年１月２５日(土) 

１０：３０～正午(１０：１０～受付) 

日時 

スマホ動画入門セミナー 

～ショート動画で魅力を伝えよう～ 

株式会社アイシーエル  
中村 美智代 さん、坪田 景子 さん  

対象 府内在住・在勤・在学の方 １４名（先着） 

講師 

申込フォームへ
はこちらから 

↑ 

予約制 参加無料 



◇ 亀岡市 【予約・問合せ】０７７１-２５-７１７１         ※祝日・年末年始除く 

◇ 京都府男女共同参画センターらら京都 

 【相談・予約】０７５-６９２-３４３７（相談室） 

 【予約・問い合わせ】０７５-６９２-３４３３（事務室）       ※祝日除く 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふりがな  

氏  名 

 

住  所 

〒    － 

連  絡  先 
ＴＥＬ：               ＦＡＸ： 

電子メール： 

そ の 他 希望される方は○印をつけてください      手話通訳 ・ 要約筆記 ・ 託児   

相談内容 対応 相談時間 

一般相談 電話 月～金曜日 １０～１６時 

フェミニストカウンセリング 
面接 

（予約制） 

第３木曜日・偶数月第１土曜日 

１０時３０分～１３時３０分（１人５０分） 

法律相談 
面接 

（予約制） 

第２木曜日 １３時３０分～１５時３０分 

偶数月第４木曜日１８時～２０時 

（１人３０分） 

相談内容 対応 相談時間 

女性相談 
電話・面接 

（面接は予約制） 

月～土曜日 

１０時～１２時、１３時～１８時 

※詳細はＨＰへ 
労働相談 

女性のためのカウンセリング 
面接 

（予約制） 

毎週木曜日 １８時～２０時５０分 

（１人５０分） 

女性のための法律相談 
面接 

（予約制） 

第２・４木曜日 １３時３０分～１６時３０分

（１人４５分） 

亀岡市男女共同参画講座「ゆう・あいセミナー」 

（スキルアップセミナー１／２５） 受講申込用紙 

 

女性のための相談窓口（無料） 


